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ブータンにおけるノンフォーマル教育とエンンパワーメン卜
:開発とリテラシー/ジ工ンダーの分析

吉田正純
京都大学大学院教育学研究科

本論文ではブータンにおけるノンフォーマル教育の分析を通して、開発における教育を通じたエンパ

ワーメントについて探求する。そのためにまず「開発とリテラシー」・ 「開発とジェンダー」の二つ

の領域でのノンフォーマル教育に関わる先行研究を整理し、アプローチを定位する O 次に現在のブー
タンにおける(ポスト)リテラシー・プログラムと女性の社会参加計画の政策・実践を分析し、エン

パワーメン トの可能性を考察する。

1 問題設定
O開発のもとでのノンフォーマル教育とエ ン

1'¥ワーメン 卜

本論文ではブータンの第7次・第8次五ヵ年計

画 (1992~ 1996 ・ 1997~2001)のもとで整備・

拡張されつつある、リテラシーを中心とした学校

外教育であるノンフォーマル教育の政策と実践の

調査結果を分析することを目的としている。その

ために、従来の経済発展を中心とした開発至上主

義への批判と、その過程で台頭してきた参加型民

主主義にもとづく住民自身のエンパワーメントを

実現しようとする議論を踏まえながら、特に開発

とリテラシー・開発とジェンダーという二つの視

点から分析を加えていきたい。これは近年の社

会・文化・情報面での「開発」をも伴ったグロー

パリゼーションの進行の中で、ノンフォーマル教

育を含めた教育システムの浸透による「識字率」

の拡大や女性の開発過程への動員といったリニア

な社会発展モデルでは、新たな生産/再生産編成

への住民の従属的な組み込み・ないし開発のター

ゲットとしての「資源化」をさけられないのでは

ないかという問題意識による 1)。一方で、のポスト

「従属論」の開発言説批判とオルタナティブな戦

略の試行錯誤と、他方でのネオリベラリズムの自

由競争イデオロギーの圧倒という局面を経たうえ

で、ノンフォーマル教育が学校教育を中心とした

公教育の代替補完物や、労働・世帯・地域におい

て開発政策を実行するエージ、ェントを形成する手

段とだけなるのではなしに、ローカル/グローパ

ルなレベルでの人々のエンパワーメン トをつうじ

た抵抗と変革のためのプロセスとな りうるのか。

すなわち、機能的識字とジェンダー化された生活

知識の習得による開発の「受け手」を作り出すだ

けでなく、開発そのものを捉え返し意志決定に参

加し自分たちの権利を行使するための能力と意識

を身につけ、「ジ、エンダーと開発J(GAD)の視点

からジェンダー聞の不均衡な権力関係とそれを再

生産する開発を変革するような、開発教育・人権

教育の視点を持った批判的リ テラシーとしてのノ

ンフォーマル教育は可能なのか、ブータンの現実

の分析をとおして検討するのが本論文の課題であ

る2)。

ブータンはたとえばUNDPの「人間開発指標J
HDI・「ジェンダー開発指標JGDIや「能力面で

の貧困JCPM、その基準となる成人識字率・出

生率・一人あたり国民総生産およびジェンダ一間

格差といった指標において、世界的にも「最底辺」

に位置するとされ開発ヒエラルヒーの中でも「周

縁」に位置するものとみなされてきた 3)。しかし

こうした指標は識字率の場合にしばしば指摘され

るように、あいまいであるばかりでなくIr人間

開発』という発想法にも非欧米世界に対する植民

地支配の痕跡」を反映した「冷酷な指標J(山内

1997)であり、よく知られた「国民総生産より国

民総幸福量を」を国是としてきたブータンにあつ

てはこうした指標には批判的位置を保持してきた

といえる O それを踏まえた上で、グローパリゼー

ションのもたらす「近代化」のプロセスが「閉鎖

系」とされてきたシステムを段階的に均質化する

だけでなく、既存の諸制度とネゴシエー トしなが
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らいわば「一足飛びに」応答し変質する(せざる

をえないものとする)という性質は、否応無しに

教育とりわけノンフォーマル教育を「国際的課題」

に急速に接近させていることにも表れている。4)

こうした状況を分析する以前に前提として(と り

わけ教育政策を考える上で)他の南アジア諸国を

はじめとした「開発途上国」との顕著な差異を二

点だけ指摘する。一つはインドや「先進工業国」

の援助を受けて産業化・開発政策を進めながら

も、工業・農業分野への(多国籍)資本投下や国

際機関の構造調整計画(とりわけ教育・福祉分野

の後退)の影響が希薄で、大規模生産のための労

働力移動や農村社会など生活環境の激変を経験せ

ず、地縁的血縁的共同体が解体されていないこと

である 5)。その結果、(ノンフォーマル)教育にお

いても労働力需要の早急な養成よりはむしろ(他

地域で 1980年代くらいから徐々に重視されてき

た)コミュニティ開発や生活改善にはじめから比

重をおく「余裕」があるといえる。もう一つは、

南アジアの(インド・中国の)大国間関係に加え

チベット系住民・ネパール系住民という周辺地域

のマージナルな問題を背景にしつつ、王政がいわ

ば南アジアの民族的・宗教的な「エスニック・マ

イノリティ」運動としての凝集性とナショナルな

「想像の共同体」形成の両面を(表面的には)同

時に進めていくことが比較的容易であること 6)。

またその結果南アジア地域で顕著な開発における

NGOの(政府に代替する)存在と役割を、政府

が「草の根・参加型」政策として主導することが

可能で、あり、その一環としてノンフォーマル教育

がナショナルに計画できることがあげられる。こ

れらの二点は確かに一面ではブータン旧来のコミ

ュニティや国家体制における支配的な関係を「温

存」するという側面を持つが、他の南アジア地域

などでの経験が示すように経済開発や個人能力で

はなくコミュニティを基盤としつつこれを変革と

エンパワーメントの基盤としていき、そこに政府

やNGOが働きかけるというアプローチはむしろ

強権的な「上からの」改革だけと比べて有効であ

ると考えられる7)。

0ブータンにおけるノンフォーマル教育の概況

本論に入る前に、ブータンのノンフォーマル教

育の概況を述べたい。ブータンのノンフォーマル

教育 (NFE)プログラムは、 1992年に全国ブータ

ン女性協会 (NWAB)によって開始され、当初

ゾンカ語開発委員会 (DDC)に運営されていたが、

1994年以降教育厚生省教育局に移管された。当初

は学校監察部局に併置されていたが、 1996年にな

ってはじめて教育局内に独立部局としてノンフォ

ーマル教育部局が設置され、それまでパイロット

プロジェクトだ、ったものが第8次5ヵ年計画にお

いて 1997年から正式に本格的なプログラムとし

て開始された。ブータンの初等教育就学率は従来

極めて低かったため、就学機会のなかった成人や

学校外青年を対象とするリテラシーを中心とした

クラスがまず設置され、 1998年には 1842人、

1999年には 2602人が基礎リテラシーコース

(BLC)で学んでいる O ターゲットとされるのは

特に「識字率Jが低い女性や遠隔地の住民であり、

各地でのコミュニティ学習センターの設置か重点

化されている。基礎リテラシーコースは6ヶ月か

ら12ヶ月で、 3レベル(初級・中級・上級)各10

冊の計30単位をマスターする。内容は健康・衛

生・家族計画・農業・営林・環境・文化など生活

スキルの習得を取り上げながら、基礎的算術やゾ

ンカ語の読み書きの基礎を習得できるようになっ

ている O テキストは全国共通のものが作成され

(ゾンカ語)、日常生活をおくる上での機能的・ス

キルベースのリテラシーの訓練を主眼に置いたノ

ンフォーマル教育独自のものとなっている 8)。ま

たゾンカ請は現在「国語」として整備・普及の途

上でもあり、「共通語」としてのゾンカ語の読み

書きの促進という目的もある(学校教育において

は基本的に英語が中心である)。プログラムの目

的や詳細については、順次述べていくことと し

fこし、。

* * * 

本論文は、 i1999年度第3次国際学術研究京都

大学ブータン・ネパール教育調査」において、同

年 11 月 1 日 ~8 日ブータンに研究協力員として訪

問した際の調査に基づく報告を兼ねるものであ

る。主な訪問先であるテインプー・モティタンの

ユースセンター(同センターとノンフォーマル教

育クラス、 同クラス参加者四名とディレクターの

ソナム・ツェワンさんへのインタビュー)とカリ

キュラムセンター(ノンフォーマル教育の教材調
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査とインタビ、ユー)での資料収集、およびパロ周

辺のフィールドワークをもとに本論文は作成され

た。今回の調査・研究で助言・協力をいただいた

ブータンのノンフォーマル教育のスタッフと学習

者の皆さん、および参加の機会を与えてくださっ

た前平・辻本両先生ならびに現地での貴重なアド

バイスを下さった杉本・野村・安井・月原各先生

に深く感謝する。

2 開発とリテラシーをめぐる議論:

「参加型民主主義Jに向けた教育

0ノンフォーマル教育におけるリテラシーと

エン1'¥ワーメント

この章ではブータンのノンフォーマル教育とく

にリテラシー教育を分析・評価するために、「開

発とエンパワーメント」という論点からリテラシ

ー研究・ノンフォーマル教育についての議論を整

理しておきたい。リテラシーの有効性と限界をめ

ぐる議論は 1990年の国連「国際識字年」を前後

する時期を通じて「先進工業国j内部と第三世界

の開発政策の双方での「非識字」の問題を浮かび

上がらせると同時に、「非識字J(者)や識字率・

道具としての識字といったリテラシー観そのもの

にも疑義が突きつけられてきた。そのなかでそれ

以前に支配的で、あった「理論的抽象的思考能力は

識字術によってもたらされたもの」だとする「大

分水嶺理論」や、貧困や抑圧の原因としての「非

識字J(すなわち識字率向上が経済・社会発展に

つながる)という見かたが批判にさらされ、むし

ろ社会的な力を剥奪された状態(ディスエンパワ

ーメント)の結果としてイリテラシーが作り出さ

れるとし、リテラシーを「社会的文脈に大きく左

右される総合的能力として捉え、社会の権力関係

の結果としてもたらされる問題として捉える観

点J(森1991)が展開されてきた 9)。こうした議

論を受けていわゆる開発教育や人権教育の研究者

やNGOの中で、 P.フレイレらの意識化・文化行

動としてのリテラシーの思想を引き継ぎつつ、機

能的識字のみにとどまらない生活スキルや能力や

法的権利に関する知識(リーガルリテラシー)や

情報へのアクセス手段(情報リテラシー)などを

含めたエンパワーメン トのためのリテラシーが模

索されてきた。しかしこうした視点を組み込んだ

としても、 リテラシーが個人の能力や技能のため

の中立的な価値を持った「識字術」とされるなら

ば、意識化・文化行動といったものですら「個人

の責任において行なわれる抽象化をともなう行

為J(菊池1995) となりうるし、「非識字者」を無

力で力を与えられるべきものとして表象し、結果

として支配的文字文化に従属的に組み入れること

になる可能性もある 10)。一方で、H.A.ジルーやP.マ

クラーレンらの批判的教育学や批判的リテラシー

観によって、多文化主義的立場からジェンダー-

エスニシティ・階級などの「差異のポリテイクス」

を採用しながら、学習者個人だけ得なく集団・コ

ミュニテイのエンパワーメントを志向する教育

(学)をも提起されてきた 11)。

こうした視点は開発の過程においても、リテラ

シーやノンフォーマル教育を自己目的化したり経

済発展へと従属的に組み込むのではなく、住民自

身の人権と自己開発のためのエンパワーメントに

つながるノンフォーマル教育を構築する上での焦

眉の課題ともなってきた。もとよりリテラシー自

体はノンフォーマル教育の戦略の 「一構成要素」

に過ぎず、「生活の糧を得て、尊厳を持って生き

ていくための戦いに必要な必要な術なのであり、

それ以上でもそれ以下でもないJ(永田 1998)12)。

J.フリードマン(1992) は従来の官僚的な貧困概

念を批判して「社会的な力の基盤へのアクセス不

足」としての貧困を定義したうえで、その逆のエ

ンパワーメントを成し遂げるための8つの力の基

盤を挙げているが、特に「知識と技能Jと「適正

な情報」の獲得、ならびに「社会組織」と「社会

ネットワーク」へのアクセスはノンフォーマル教

育の目的と合致する 13)。このモデルが世帯・個人

のミクロレベルでとどまる限りでは構造的な貧困

の再生産を抜け出すことにつながらないが、さら

に参加型民主主義をつうじた「集団的自己エンパ

ワーメント」をへて「支配的な権力関係の変革j

のための「政治的な力への変換J(向上)へと連

続して実現するためにも、上記のプロセスはその

土台作りとなる C すなわち、「知識と技能」に加

え衛生・健康・育児・公共サービス・政治動向・

賃労働の機会といった「意味ある情報に接する機

会」は(情報・法的)リテラシーの概念そのもの

であり、さらにコミュニテイの組織を「意味ある

情報や相互支援、集団的行動等の手段」としての
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「社会組織」にしながら「より大きい機動空間を

持つ」ための水平的な「社会ネットワーク」で結

んでいく活動は、ノンフォーマル教育全般とも一

致するエンパワーメントの具体的な獲得目標とな

ると思われるからである 14)。

0開発教育/人権教育からの工ンパワーメン

卜・アプ口ーチと参加型民主主義

日本のリテラシー研究とくにノンフォーマル教

育の側から直接「開発とエンパワーメントJとい

う領域設定でなされた研究はそれほど多くないた

め、近接する「開発教育」と「人権教育」の側面

からアプローチを試みたい 15)。ここでの開発教育

や人権教育(さらに広くは環境教育・平和教育・

多文化教育などを含めて)は、一般に学校教育内

での問題理解や関心深化のための教材・教育方法

開発に限定されず、おとなを含めたコミュニテイ

成員・学習者自身の参加と学習をつうじた集団的

エンパワーメントを想定している。すなわち「参

加型というのは決して学習場面だけの問題ではj

なく「組織のあり方、社会制度のあり方など全般

にわたって参加型民主主義を実現していく J(森

1997)という意味で、 NGOや民衆運動の中で形

成されてきた広い教育的営みをノンフォーマル教

育として評価する 16)。

「開発教育」の概念は開発そのものの把握が変

容するのに対応して変化する論争的概念であり、

たとえば「南北問題」への「貧困/低開発」アプ

ローチのもとでは 「遅れた」地域の開発を是とし

た上でそれを「理解」し動員することに重点がお

かれてきたし、環境破壊や社会的公正に関心を持

つ福祉型のアプローチでは社会的・ 文化的側面に

留意した開発のための理解に重きをおいてきた

17)。さらに大規模開発プロジ、エクトそれ自体や開

発至上主義への批判の高まりやNGOなどのオル

タナテイブな実践の蓄積、そして何より「低開発」

とされてきた地域での民衆運動の発展を通じて、

開発そのものの過程で貧困や抑圧を再生産する構

造を批判し、第三世界の側だけの問題としてでは

なく、いわゆる「先進工業国」内部やそことの関

係の問題を統合して(多国籍資本や国際機関も含

めた)国際的ないしグローパルなシステムを問題

化するような、いわば「批判的」開発教育が

NGOなどから提起されてきた。こうした流れを

踏まえながら Pプレイレらの「課題提起型教育j

の思想や経験を取り入れ、「開発」それ自体やそ

の成果・影響の是非や要因を知識・情報として一

方的に「教える」のではなく、直面する問題に対

して当事者たち自らが考え方・捉え方を練り上

げ、現実を変革するために意志決定に参加してい

くことを促すような、教育の目的と方法の双方を

一体とした「参加型学習」が要請されてきた 18)。

それにつれて開発にかかわる NGOにおける教育

活動やフォーマルな開発教育実践の目的や内容

も、すでに行なわれ(ょうとし)ている開発事業

について理解や認識を深めるというばかりでな

く、力を剥奪された人身が貧困や抑圧との継続的

闘いも含め社会的な力を政治的な力に転化するた

めの「オルタナテイブな開発の政治的な枠組み」

としての「参加型民主主義」に基準付けられた

「集団的自己エンパワーメント」であるとみなさ

れ、「学習もまた、自己エンパワーメントのー形

態」という見かたが可能となってきた 19)。

同様に人権教育においても、知識や規範として

の「人権尊重」を教えることにとどまらず、開発

の過程で進行する生活・環境・文化の破壊や政治

的・社会的な権利侵害と抑圧に対して正当な権利

として対抗する能力に直接つながるものになりう

る。と同時に参加するコミュニティの成員・学習

者は個人の業績達成や付加価値のためのリテラシ

ー (r非識字からの脱出J!)を目的とするので

はなく、「社会組織」と「社会ネットワーク」へ

のアクセスを可能にする学習をつうじて、オルタ

ナテイブな開発(とその草の根レベルでの政治と

しての参加型民主主義)への参加を可能にするた

めの手段となる 20)。オルタナティブな開発(教育)

に関わる NGOで「参加型学習」が注目されつづ

けてきたのはまた、人権教育が「相互依存の複雑

な網の目の中で、自らが問題の一部として存在す

ることを確認し、解決のための意欲や手段を獲得

しよう、との意識づけをどのように行なうのか」

(阿久浮1997)を課題としてきたからであ り、抽

象的概念・「たてまえ」の確認ではなく (必ずし

も解決が容易で=ない問題も含めて)r問題解決の

ための学習」 ・プロセスとしての学習を重視して

きたからである 21)。ここでのリテラシーの内容は

開発に必要な個人的識字術ではなく、具体的な法

的 ・肉体的侵害とたたかい自己防衛するためのリ
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ーカ、ル・リテラシーやメデイカル/メディア・ リ

テラシーなどといった、文化的・政治的な理解と

自己表現の手段として、「当事者がたちあがるこ

とJI被差別者がカをつけるということjとして

のエンパワーメントに速なっていく 22)。こうして

既存のコミュニテイの権力関係をも内部から組替

えながら、草の根の参加型民主主義と参加型学習

を一体のプロセスとして実現してはじめて、アド

ヴォカシー(提言) ・行動綱領作成・代替開発計

画実行・経済的社会的支援の獲得からネットワー

クをつうじた地域への権力委譲(分散) ・ナショ

ナル/グローパルな構造とのたたかいといった重

層的な取り組みが可能になるだろう 23)0

3 ブータンの「参加型民主主義」とノン
フォーマル教育

Oブータンにおける開発と「草の根参加型民

主主義Jの構想

ブータン政府の開発政策は、 1980年代より南ア

ジアでもいち早く環境保全への取り組みと 「持続

可能な開発」 ・住民参加を目標に掲げ、 1987年か

らの第6次五ヵ年計画では「バランスのとれた発

展」を基本コンセプトとして、(民族アイデンテ

イティと規律のための「デイグラムナムザJ(礼

儀作法)の励行と並行して)農村生活改善や開発

行政整備とともに住民参加の奨励が明記された

(i可合1994)。さらに 1992年からの第7次計画では、

1990年の UNDPとブータン・デンマーク両政府

共催の「環境と持続的開発に関する ワーク ショッ

プJにおける「パロ宣言Jを受けて、環境保護に

重点をおいた持続可能性(サステナビリティ)や

圏内資源に基づく自立した開発を強調するととも

に、地方分権と住民参加の強化として地域のニー

ズに即した教育や公共サービスの充足がうたわ

れ、ノンフォーマル教育もパイロット計画として

教育局の主導のもと開始された (DashoYeshey 

Zimba 1996)。地方行政組織としては1981年まで

に組織されたゾンカック(県)レベルでの県開発

委員会 (DYT) に加えて、 1991年に全国 196のゲ

オ(郡)レベルでも「地域住民が開発計画とか政

策の決定過程に積極的に参加・関与できるよう

にj郡開発委員会 (GYT=ゲオ・ヤルゲ・ツオ

クチュン)が設置された(今枝 1994)。ゲオは平

均で約30∞人単位(約5∞世帯・ 5-30集落と言

われる)の地域共同体であるが、 GYTは三年に

一度全世帯から選出された議長Gupのもとに選出

された各集落の長や長老など十数名のメンバーで

構成され、小学校校長・農業普及員・ 厚生官・畜

産官などをオブザーパーとして開催され、ときに

は国会NationalAssemblyより重要な「ブータン

の参加型社会建設のスタイルの核J(Gupta1999) 

とさえいわれる。

0郡開発委員会 (GYT) の機能とノ ンフォ ー

マル教育

GYTは地方行政に加え 1992年の法制定で 「ゲ

オ住民の調和を育み政治意識を高め、開発活動の

重点地域を特定し、ゲオ住民の計画・ 意志決定・

計画の実行への参加を保証」することなどをその

役割とし、社会 ・政治・宗教・文化・国家主権と

安全保障といった広範な問題を扱い県レベル

(DYT)への代表参加やそこでの王政との直接諮

問もおこなう仕組みになっている(国会議員もゲ

オ単位で選出される)。現行の第8次計画(1997

-)ではこうした路線を引き継ぎつつ人的資源開

発マスタープランが作成され、教育においては

「基礎教育への完全なアクセスと、 男女間格差の

縮小を強調したフォーマルな学校教育と同等の学

習水準を持ったノンフォーマル教育を通じた小学

校年齢の学童の80%の初等教育の達成」が目指

されると同時に、ノンフォーマル教育が教育局内

の独立部局のもとで正式に開始されている。ノン

フォーマル教育は学校教育以上に地方分権化が目

指されており、コミュニティの要請と調査をもと

にして提案され、ゲオ単位で議長のもとに学校長

や集落の長たちからなる「ノンフォーマル教育地

区委員会」を結成し、県レベルでゾンカックと地

方教育官 (DEO)の承認と助言および財政的・ 物

質的支援を受けた上で「ノンフォーマル教育セン

ター」が設立されるという手!II買を踏む

(DPGDl999) 24)。こうした第7次・第8次計画の

もとでのGYTやノンフォーマル教育地区委員会

の組織化を通じたコミュニテイ 参加促進政策は、

王政のいわば「上からのJ草の根運動という矛盾

した性格を持つこと・既存の地縁血縁を軸とした

集落単位の関係を維持していること・家父長制的

な世帯単位の参加を基本とすることなどの問題点

ははらみつつも、行政施策や開発マスタープラン
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にのみ頼るのではなく住民組織の資源による自力

の開発や意思決定過程への参加の基礎として不可

欠な「住民組織」の構築に向かっている点で評価

され得るし、政府・行政の責任・アカウンタピリ

ティを明確にしている部分も肯定的に捉えられる

べきであろう 25)。全章の議論と重ねればこうした

基盤を強化・活用しながら、既存の行政機構とは

相対的に自立してコミュニティでのオルタナテイ

ブな開発・教育を担う 「開かれた」セクターの社

会的な組織・ネットワークとそれを担う人材の育

成をすすめることと、文化的・民族的多元性を重

視しながらさらに大胆な地域政策・計画および国

政への直接参加を推進することで、より有効な参

加型民主主義をすすめることができると考えられ

る。

0ポストリテラシ一教育と工ンパワーメン 卜

現行の第8次計画におけるノンフォーマル教育

政策では、主に機能的識字に重点をおいた基礎リ

テラシープログラムに加え、 1998年から実験的に

ポスト・リテラシーのプログラムを開始してお

り、 1998年に2クラス.48人でスタートし、 1999

年6月には 15クラス・ 320人が参加している O

「政策指針・方針案J(DPGDl999) によれば、一

般にポストリテラシーコースの目標とされる 「機

能的識字能力」の維持・定着のほかに、ノンフォ

ーマル教育全般の目標としてのエンパワーメン ト

につながると思われる次の四点がポストリテラシ

ープログラム (PLP)の役割として挙げられてい

る。すなわち要約すれば、 ①生涯学習の機会づく

り (IPLPは自主的学習への掛け橋であり・・生涯

を通じて学習に参加する機会を保証する解放的な

力であるJ)、②テクノロジーと職業的スキルの獲

得 (IPLPは不利益を受けているグループに必要

な技術を伝え労働力の生産的で活発な成員へと変

化させる…J)、③生活の質の向上への希望の動機

付けと鼓舞(学校教育から「ドロップアウトした

人、不利益を受けているグループと低所得者層は

絶望感を持っているがこの人々に未来は開けてい

る…こうしたグループには興味深く創造的なポス

トリテラシー教材は刺激としてはたらき、創造的

につくられた教材は旺盛なパイオニア精神を注ぎ

込み絶望感と疎外感を克服できる…これはPLPが

教育的活動だから可能であ り、それは生活への態

度や行為に変化を起こす効果的なツールである、

ポストリテラシーはターゲットのグループのパワ

ーを育て発展させ強化し刺激するJ)、④教育をつ

うじた幸福な生活(人生)の育成 (1開発の究極

の目標はすべての市民の生活(人生)の質を向上

させることであり、この目標のために政府と市民

は共同の努力を必要とするJ)であり、「消費・環

境・健康・余暇についてのポストリテラシープロ

グラムは幸せな人生(生活)のためであり、そこ

への参加は精神を鋭くし参加者にあらゆる機会に

注視させるjと結んで、いる。

対象となるのは基礎リテラシーコースの修了者

に限らず、文字が読める農民・労働者や僧侶・ 中

途退学者などより多くの人々に開かれたものとし

て構想され、(基本的に毎日ある基礎コースと異

なり)週三日程度・午後の時聞が充てられる。場

所は従来のクラスに加えユネスコと UNFPAの支

援で「コミュニティ学習センター」が設置される

予定で(現在実験的に2か所で運営)、ビデオや

スライドなど映像資材や教材をそろえ会議場・集

会場・職業技術訓練にも共用できる施設として計

画され、在宅学習や自主学習の支援も予定されて

いる。ポストリテラシーのカリキュラムはより日

常生活に即した機能的リテラシーや算数に加え、

ヘルスケア・農業・牧畜・環境保護・テクニカル

コース・価値教育・工芸といった広い領域をカバ

ーする三つのパッケージ (各6ヶ月分・計18ヶ月

用)が用意され、 }II買序にはこだわらず学習者の関

心にしたがってはじめることができるようになっ

ているお)0 i主に示したようにこれらは極めて生活

に密着した(広い意味での)リテラシーのスキル

であるが、さらにこれらに加えてユネスコ・

ACCU (アジア太平洋文化センター)の財政・教

材開発支援のもと、きのこ栽培(商品作物) ・コ

ンポストによる土質改良や養鶏・接木・菜園の技

術などに関する(フルカラーの図柄入りの)教材

も導入されている。こうした教材はユネスコ・

ACCUなどの最新の国際共同開発になる教材(衛

生・農業技術など)をもとにしながら独自にブー

タンの環境・社会にあわせて作られたもので、た

とえばきのこ栽培のテキストでは技術的な指導だ

けでなく地域での寄り合い・意志決定と実行・農

業技術者との相談と協力・商品としての出荷まで

の一連の社会的な活動としてのテーマとなってい
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る問。ブータンのポストリテラシープログラムは

実験的に開始されたばかりであり、次章以下で述

べるジェンダーの役割をはじめ家庭・コミュニテ

ィ内部での(抑圧的な面も含めた)分業・関係の

変革に直接つながる要素はまだこれからの課題で

あるが、個人のスキルや開発への動員だけでなく

生活・環境・地域にねざしたノンフォーマル教育

の実践として、今後の展開が注目されるものであ

るといえる。

4 開発とジェンダーをめぐる議論:工ン

パワーメントへ向けた教育

0ノンフォーマル教育における「ジェンダー

と開発jの課題

ここではブータンの開発政策とノンフォーマル

教育におけるジェンダーの問題を考える枠組みを

提供するために、 NGOや国際機関のあいだでこ

の二十数年来なされてきたいわゆる「ジ、エンダー

と開発J(GAD)をめぐる議論を簡単に整理しな

がら、エンパワーメントのための(ノンフォーマ

ル)教育の可能性を模索したい。開発主義的な経

済発展重視・女性の(従属的)動員を含意するす

るものとされる「開発における女性J(WID) か

ら現在主流の「ジ、ェンダーと開発」までの流れは、

行政文書や概説書で時として書かれるような平板

で一枚岩の「発展過程」ではなく、複線的で論争

含みであるとともにすぐれて現在的な論点を示す

ものである 28)。その評価や観点も複数存在するが、

開発研究やNGOでも影響のあるc.モーザの整理

に従えば、植民地支配下の社会福祉政策を引き継

ぎ近代化・経済成長を目指すために「よき母とし

ての女性を開発に取り入れJr女性を開発の受身

な受益者とみなし、再生産の役割に焦点を当てる」

ことを目的とする初期の「福祉アプローチ」と

GADの観点を導入して抑圧からの解放を目指す

「エンパワーメントアプローチ」の聞に、「公正

(平等)アプローチJr貧困撲滅(反貧困)アプロ

ーチJr効率(効率性)アプロ←チ」の三つの

WIDアプローチがあるとされる 29)。これを特に

(ノンフォーマル)教育に焦点を当てて特徴をみ

ると、女性の再生産(出産・育児)を重視する

「福祉アプローチ」では「弱者Jとしての女性を

「受益者」とした(妊娠期・授乳期女性の)r栄養

教育」や「家族(人口)計画プロ グラ ムJ(女性

を対象とした避妊教育)に中心を置いていたのに

対し、①開発過程での女性の平等の達成を目的と

し女性を開発の能動的参加者とみなす「公正アプ

ローチ」では、生産・再生産 ・コミュニティ管理

の「三重の役割」の認識と(政府の介入による)

女性の政治的・経済的自立のための教育(とくに

ヘルスケアな どコミュニティ活動と生産領域への

参加)を重視し、②貧しい女性の生産性向上を目

指し (r女性の従属」よりも)成長とニーズの再

分配を目指す「貧困撲滅アプローチ」では、教育

が f基本的ニーズj戦略のーっとなり女性は経済

開発のため動員される「資源」とみなされ、

(NGOも含め)女性を対象とした小規模の収入向

上プロジェクトをつうじた生産性向上のための教

育・雇用プログラムを重視し、③より効率的・効

果的な開発のために女性の経済的・社会的参加を

平等化し(債務危機・構造調整以降の社会サービ

スの低下の中で)r実際的なジ、エンダー・ニーズ」

を満たすことを目的とする「効率アプローチ」で

は、開発の成功のための「識字率」向上や技能開

発などによる(特に輸出志向工業化国での)労働

力育成や「柔軟な働き手」としての女性のコミュ

ニテイサービスへの参加といった「人的資源」開

発のための教育・再教育(としてのノンフォーマ

ル教育)が注目されてきた。この三つの「開発に

おける女性JWIDアプローチは以上のような差

異をもちながらも、生産(農業・工業労働力)と

コミュニティ活動(社会サービス部門)における

女性の役割を重視して開発過程(政策・計画・実

行)の中に統合することを目的としており、再生

産領域への再注目(生殖コントロール・技術をめ

ぐる議論)とあわせて、開発における生産・再生

産・コミュニティ活動の「担い手」としての女性

を形成するためのノンフォーマル教育に重点をお

いてきた点で共通する 30)。しかしながらこれらの

アプローチは開発における女性の状況を改善し

「よりよい」開発を目指すものであっても、女性

が「家父長制的な欧米型開発モデルに統合される

ことを望んで、いる」ことが前提とされていること

から、女性が「自分たちの求める開発形態を選択

する機会を失っているJ(ブラ千ドッチ他1994)

のではないかという指摘が、 1980年代以降とくに

第三世界の女性運動やフ ェミニス トの中で指摘さ
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れるようになってきたのである 31)。

0エンパワーメント・アプローチとジエンダ

一 ・トレーニング

こうした中で1984年にインドで開始した 「新

時代にむけて女性と共におこなうオルタナテイブ

な開発J(DAWN)プロジェクトと 1985年のナイ

ロビ世界女性会議(および女性フォーラム)をメ

ルクマールとして、家父長制・性差別とともに新

植民地支配も含めた「抑圧と闘う手段として、下

からの運動を通して、実際的ジェンダー・ニーズ

を満た」すことによって「三つの役割」の戦略的

ジ、エンダー・ニーズを達成しながら、「自助努力

を通して女性が力をつける」ことを目的とする

「エンパワーメント・アプローチ」が次第に形成

されてきた(モーザ1996)32)。この議論の過程で、

女性を開発過程に無条件に統合するだけでなく、

不平等なジェンダー関係を変革し女性のエンパワ

ーメントを可能にするオルタナテイブな開発とい

う観点から「ジェンダーと開発」という観点が導

入されてきた。ここでは(生物学的な意味での)

女性のみを「対象」とするのではなく、男性を含

めたジェンダー関係と社会構造に焦点づけた分析

と計画を可能にするとともに、第三世界の女性だ

けの課題としてではなく「北は南と連帯責任/共

同利益を持つ…人種や階級や帝国ではなくく女性〉

が重要なのであり、(開発の中の女性〉ではなく

(ジェンダーと開発)が新しいスローガンなのだ」

(スピヴァク 1999) という視点も生まれる 33)。そ

の結果ノンフォーマル教育の課題も、ジェンダ一

分析・ジェンダ一政策とともに社会的・経済的・

政治的構造や制度の変革者とするための「ジ、エン

ダー・トレーニング」が重要な領域とされ、あら

ゆるレベル・事業・分野で「女性が関与すること

に配慮する開発専門家を養成するJ(ブライドッ

チ他1994)ための「ジェンダー・リテラシー」が

注目されるようになる 34)。そこではノンフォーマ

ル教育の内容も「ジェンダー化」された (i女性

向け」の)知識や情報の提供に限定されるもので

はなく、女性一人ひとりが「自分で自分の生活を

管理するための知識と情報を得」ながら、コミュ

ニティにおける「草の根レベルでの問題解決と開

発の状況での集団としての女性のエンパワーメン

トjにつながる「戦略としての教育Jであ り (ラ

イデンフロースト 1992)、「教えられる教育の内容

と実施される開発過程は、参加者の中に徐々に浸

透して、新しい見方・新しい可能性・新しい機会

をもたらすJ(同)エンパワーメントの過程その

ものされる。また生産・再生産・コミュニテイで

の「三重の役割jについても、既定の開発過程へ

の一方的統合のためではなく、実際的・戦略的ジ

ェンダーニーズの達成をつうじたエンパワーメン

トとするためには、「法の改正のみならず、政治

運動、意識高揚を目指した活動、民衆教育が欠か

せないJ(モーザ前掲書)のである。すなわち、

①生産の領域では、農村の補助的・周辺的労働と

位置付けられてきた女性労働のサブシスタンス

(生命維持のための)農業における役割を認識し、

(本質主義的にではなく)その知識とライフスタ

イルを活用して「パースペクティブとしてのサブ

システンス」に向かう基礎として再評価し(ミー

ス・シヴァらの議論)、②再生産の領域では、避

妊・妊娠・出産および育児・家事労働全般につい

ての(生殖技術の「自己決定j権のみにとどまら

ない)知識とスキルの習得を、女性のみでなく男

性およびコミュニテイの関わり・責任・参加を拡

大しながらジ、エンダー聞の権力関係の変革へと結

びつけ、 ③コミュニティ・サービスにおいても、

行政や男性労働力の安価な「肩代わり 」ではなく

健康や衛生面での社会サービスのあり方と(家父

長制・賃労働と結びついた)女性の位置を批判的

に捉えながら、コミュニティの意志決定・開発計

画立案への参加のために「価値観と態度の変更を

要求する」ような女性の 「リーダーシップをめざ

したエンパワーメントJ(マリナー 1992)が実現

するための、ノンフォーマル教育が要請される 35)。

こうした課題と内容を持ったエンパワーメントの

ための「ジ、エンダー・トレーニングjとしてのノ

ンフォーマル教育は「教室内」の議論にとどまる

のではなく、「ジェンダー分析」・ 「ジェンダー

計画」、および「草の根レベルで、ジエンダーの問

題を認識し、分析し提唱するために女性を [力

づける(エンパワーする).1 目的で作られた…そ

の土地に根ざしたものであり、非常に参加度の高

い」アプローチとしての「ジ、エンダー・ダイナミ

ックス」といった、社会的・政治的実践と密接に

結びついたものとなる(モーザ前掲書)。そして

この教育=トレーニング (とくにジ‘ェンダーダイ
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ナミッ クス トレーニング)に手法は、r-r対話形式』

やロールプレイ、対人ダイナミックスがトレーニ

ングの基本Jとなり、演劇や討論などを取り入れ

つつ、「参加者自身の知識や経験を生かして、そ

れぞれが主体的にプログラムに参加して学Jぴ、

「参加者が持っている知識や意見を引き出し、 『気

づき』を促すJ(モーザ前掲書)ような参加型学

習が不可欠であり、参加型民主主義の基礎になる

ものでもある 36)。

5 ブータンにおける女性政策とノンフォ

ーマル教育

Oブータン社会における女性の状況と女性政策

ブータン社会における女性の地位は、第一章で

もふれたように識字率をはじめ出生率や就学率・

社会参加の様々な指標で南アジアにおいても低位

にあり、政府や国際機関も「開発途上社会の苦悩、

伝統社会の文化的規範、教育システムの不足」

(ユネスコ)と結びついた、(特に農村部における)

社会サービス・情報へのアクセス不足を問題とし

てきた。その一方で、他の「開発途上国」に見られ

るような都市部の労働力や移民労働としての貧困

の女性化といった問題よりはむしろ農村社会での

文化的・社会的慣習の影響が強く、土地財産の相

続制度における 「母系制的J要素(いわゆる「婿

入り婚」と娘相続)や世帯・集落経済および農業

生産における女性労働の価値の相対的重視、ある

いは仏教の伝統や民族アイデンティティ政策にお

ける伝統保持者としての女性の位置なども看過で

きない要素である (Upreti1996)0 また第3章でも

あげたように、独自の環境保全・持続可能な開

発・草の根参加型民主主義といった政策課題を掲

げ実行しようとしている点も考慮されるべきであ

る。前章までの議論を踏まえるならば、開発と

「近代化」の「ターゲット」としての女性への表

面的な「識字率向上プロジ、エクト」やスキル習得

だけではなく、開発過程と意志決定への女性の参

加をつうじたノンフォーマル教育によるエンパワ

ーメントのためのどのような要素が必要かを、女

性(ジェンダー)政策全般わたって分析する必要

があるだろう 。ブータン政府は現行の第8次五ヵ

年計画において、「開発における女性」の現状と

課題について次のように述べている。「ブータン

女性は人口の48%を占め開発において大きな役

割をもっ。彼女たちは農民、企業家、意志決定者、

医者、エンジ、ニア、主婦として経済的・政治的・

社会的なすべての領域で活発に参加する。ブータ

ン女性は法のもとでは男性と同等の地位と同じレ

ベルの自由をもってジェンダーによる差別を受け

ない。実際、支配的な相続法では特に女性に有利

であり、所帯主の大半は女性で、ある。女性たちの

Zomdus (コミュニティの会合)のような意志決

定の場への参加は、草の根レベルでは70%にの

ぼる。県・郡の開発委員会 (DYT/GYT)のよ

うな意志決定の場での女性の参加も活発に促進さ

れ増加している。政府など高い位置でも、まだ適

切に代表されているとはいえないが、両性に開か

れており、政府の上層での女性の配置は引き続き

促進される」。とはいえ現実の社会生活や政治参

加においてはジェンダー聞の差は大きく、「貧困

とイリテラシーがこの重荷を増している…実際に

はブータンは男性が支配的な社会であり、様々な

形で女性は差別をこうむっているJ(Upreti前掲

論文)のも冷厳な事実である。現在フォーマルな

学校教育においては初等教育をはじめ女性の就学

率と識字率は上昇する傾向にあるが、ブータン社

会全体でこうした現実を変革しながら女性自身の

エンパワーメントにつなげていくためには、女性

を対象としたノンフォーマル教育(今までのとこ

ろ基礎リテラシーコース)が極めて重視であるこ

とは、同計画でも指摘されてきた。前述したリテ

ラシー教材(ポストリテラシーも)のテーマを見

てもわかるように、対象として参加を働きかける

のが女性であるばかりでなく、健康・衛生・人口

計画といった家庭・コミュニティ活動や農村生

活・サブシステンス経済(菜園や畜産なども)と

いったテーマへの注目は「女性の」ノンフォーマ

ル教育という色彩が極めて強いといえるのである
3η。

0ブータンの開発における女性の工ンパワー

メントの可能性

ブータンにおいて女性活動の中心の一つであ

り、ノンフォーマル教育においてもイニシアテ イ

ブをとってきた組織に、全ブータン女性協会

(NWAB)がある。NWABは1981年に国会決議

を受けて非政府組織として設立され(1985-1991
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年は政府部局に編入も現在は非政府組織)、「女性

が直面し適切な解決を示唆するような問題を提示

することでブータン全体の女性の社会的・経済的

状況の改善への施策を実行するJ(Upreti前掲論

文)ことを目的に、様々な開発計画への女性の参

加を保証する活動をおこなってきた。 NWABは

首都ティンプーおよび各ゾンカック(県)の女性

協会(支部)におけるボランタリーなメンバー

(現在400名あまり)で運営され、首都の事務所

の専属スタッフが政府の女性施策関係各部局と連

携しつつ、プロジェクトやプログラムの実行に関

わっている。ノンフォーマル教育のプログラムも

前述のように教育局内に編入されるまでは

NWABのもとで開始されたことからもわかるよ

うに、 NWABは開発プログラムの計画・実行だ

けでなくジ、ェンダー・トレーニングの要素も含ん

だ教育活動もおこなっている。たとえば「リーダ

ーシップ・トレーニング・プログラム」では、

「健康・衛生の促進と開発における女性の潜在的

役割の意識向上J(同)のために"Factsfor Life" 

というブックレットを発行し、全国的な開発プロ

セスに女性がメイ ンストリームとして参加し、ま

た新たなトレーニングをおこなう人材を生み出す

ことが試みられてきた。また第7次計画でも政府

とNWABが開発過程への女性の参加促進を明記

し、 NWABが開発の中での女性の利益の保証を

行なうだけでなく、すべての政府・省庁部局およ

び経済の各セクターにおいて女性の参加を保証す

ることが方針化された。

同計画における政府各省・部局の方針として、

①女性は就学率が低く健康の状況もより危険であ

るため教育・健康・衛生サービス提供の主要なタ

ーゲットグループであり、そのためにノンフォー

マル(成人)教育による識字率向上を目指す、②

社会福祉を促進するための伝統的な「女性の」活

動によるのではなく、開発のメインストリームに

女性が参画できるようにする、 a編物以外にも女

性に適切な新しい収入をつくる活動(通産省主導

による食品加工や精油の生産をはじめとした農業

関連産業など)を行なう、④女性が社会サービス

をより利用するために農業促進員・村落ヘルスワ

ーカーとして雇用を促進する、といったことを具

体化しようとしている (Upreti前掲論文)。前章

の議論の「開発における女性」のアプローチで言

えばCD③は貧困撲滅・②は公正・④は効率の各ア

プローチに近い発想から生まれていると考えられ

るが、②やトレーニングプログラムには、開始さ

れたポストリテラシープログラムにおけるジェン

ダー課題などを取り入れることで、エンパワーメ

ント・アプローチにつながる要素を持っている 38)。

このようにこれらの政策は主に「開発における女

性」の観点から現行の開発過程へと女性が参加す

ることを目標とするが、これらが計画全体の基調

となる「草の根参加型民主主義」ゃ「持続可能な

開発」と統合され、女性が自らジ、エンダ一分析・

ジェンダー計画の立場から開発計画に参加するな

らば、「ジェンダーと」開発の視点を開発過程に

組み込むことが現実化するだろう O そのためには

開始されたポストリテラシー・プログラムを中心

とした男性も含めた(コミュニティ学習センター

などでの)コミュニティ におけるノンフォーマル

教育において、ジェンダー・ロールの再編だけで

なくジェンダー関係の変革をも射程に入れたジェ

ンダー・リテラシー/トレーニング(エンパワー

メントのためのスキルとリーダーシップの獲得)

が必要となる。そしてこれは既存の開発過程への

「よりましな」参加を促進するだけでなく、生産

(農村のサブシステンス経済) ・再生産(避妊・

出産・育児の共同の責任) ・コミュニティ(衛

生・健康・福祉などの情報・社会サービス)の三

つの領域における、現状の女性の役割・位置づけ

の改変をつうじたオルタナテイブな開発の展望を

提示するものとなり得る可能性を持つ。

今まさに開始されたばかりのポストリテラシ

ー・プログラムと参加型民主主義、そして女性の

参加とエンパワーメントのためのプログラムは、

多くの困難を抱えたとしてもコミュニテイのノン

フォーマル教育の組織化をつうじた「下からの」

民主化によってのみ可能で、あり、またそのために

こそ変革とエンパワーメントのためのノンフォー

マル教育の役割が強調されるべきであると考え

る。これは決してブータン社会のみの課題ではな

く、「開発と教育」に関わるすべてのものにとっ

ての共通の課題である。

註

1)1開発の言説」の新たな 「ターゲッ トjの発見につ
いては古谷 (1999)参照、 また女性の「再資源化」
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についてはミース(1986)の議論を参照。

2)1ジェンダーJという用語を使用することには、 女

性の側だけの問題ではなく男性を含めたジェンダー

聞の関係を問題化するのと、 生物学的セックスに還

元した (1両性問の平等」などの)分業を本質化する

ことをさける意図があるが、 あくまで(性自認に関

わりなく)社会的に認証された性別によって「ジェ

ンダー化Jされた側面を強調したい。

3)国連開発計画 (UNDP)r人間開発計画]1996年版な

ど。 HDI. GDIについては田村・篠原編著(1999)、

CPM値は穂積(1998)の記述を参照。 ちなみに岡

レポートではブータンは 1994年には 173カ国中下か

ら12位、 1998年でも下から 19位となっている。

4)こうしたブータン教育当局の方針はノンフォーマル

教育においては近年の教材開発や指導員養成の(南

アジア地域を中心とした)海外派遣などへの積極姿

勢、 さらに 1999年のユネスコ・ ACCU(アジア太平

洋文化センター)のリテラシー資料センター (LRC)
設立メンバーへの参加などにも表明されている O

5)しばしば指摘されるように、 教育・福祉分野より経

済開発を優先して結果として貧困層の生活の改善を

もたらすといったトリクル・ダウン(浸透)政策は

女性や最貧層をより貧困化させたが、 その修正を受

けてネオリベラリストが主唱しIMF-世界銀行が実行

してきた女性・貧困層の参加・動員を狙った「効率

化」政策もエンパワーメントにはつながらなかった

と指摘される(モーザ 1996、 ブライドッチ他

1994/1999)。

6)現代のグローパリゼーションのナショ ナリズムの相

克は、 伊橡谷(1998)など参照。 これはブータン

人口の3割とも半数とも言われるネパール系住民や

散在するチベット難民にとっては矛盾そのものであ

る。 これは重大な問題だが今回は情報が不充分なた

めいわゆる「主流派」ブータン人社会(これも本来

は多元的で、ある)についてのみ記述する o

ηたとえば1980年代にパングラデッシュなどではじま

り南インド ネパール・パキスタンなどのNGOで導

入された「サミティ J(名称は様々)などの運動は、

地域住民組織づくりを重視するアプローチなど。 た

だしこれらはそれ以前 (1970年代)の「コミュニテ

ィへの参加」政策への批判として展開されたもので、

現在でも続く問題である(斎藤1998)。

8)1ノ ンフ ォーマルプログラムに関する政策指針・方

針案j(1的9、 以下DPGD)による。 これによれば、

基礎リテラシーコースの終了までに、 laクエンセ

ル(新聞)・警告・広告・簡単な手紙を読んで理解し、

b簡単な手紙と家計・日記を書き、 c掲示やラベル

を読み、 d健康・衛生・人口教育・農業・森林・環

境保全など生活スキルの概念を明確に理解・表現し、

ef云統的文化・価値の重要性を学び、 f人々により技

術と知識を身につけ経済的向上にための開発活動を

熟知する」ことが目標とされている。

9)こつした議論については、 菊池(1995)、 森(1991)な

どを参照。

10)国際機関や行政文書でもプレイレが引用されるが、

単なる言及や時に機能的識字の成功例としてさえ扱

われることも多い(元木1992など)。 またプレイレ

に内在する 「機能的識字」観への批判やプレイレの

応答もあり(スタッキー 1991など)、 教条化ではな

。、L 
11) Giroux&McLaren (1994)、 McLaren(l99ηなど。 本

稿ではエンパワーメントの側面に重点をおくが、 多

文化主義は同様にリテラシーにとって重要な論点で

ありエンパワーメン卜に不可欠な要素である(矢野

「多文化教育としての識字J(1994)など)。

12)同論文で永田はデリーのジャグリティの識字実践を

おこなうラマスワミ氏の言葉を引きながら、 「道具

としての識字」に対して目的としての共生、 教育目

的として「よりよい世界を築いていこうjとする た

めの「連帯」をあげている。 ただ同論でも指摘する

ようにリテラシーを手段/目的のどちらかと割り振

るのには問題があるだろう。

13)]. フリードマン (1992)は、 「世帯」単位での社

会的力の八つの基盤として、①防御可能な生活空間、

②余剰時間、 a知識と技能、 ④適正な情報、 ①社

会組織、 CE社会ネットワー夕、 ⑦労働と生計を立

てるための手段、 ⑧資金、 をあげている o こう し

た論議は「市民社会J. NGOのプレゼンスを前提と

した論議でブータンなどには直接当てはめることは

できないが(特に⑤と⑥)、 前述の[貧困モデル」

への対抗モデルとしては妥当性を持つ。

14)これはあくまで「世帯」を単位としたもので、 構

造的な変革に直結しないだけでなく、 世帯内でのジ

ェンダ一間のアンペイドワークや分業の問題を隠蔽

する危険性がある。

15)成人(社会)教育だけでなく教育分野全般でも日本

の研究で「国際的」リテラシー研究を扱うとき、 一

般的なリテラシーにおける「囲内-国外」の連帯・

国際協力といった図式か(小沢編1991、 笹川 1991

などに シャプラニールなど個別NGOやユネスコの

例を取り上げて評価する(永田 1996、 豊田 1996な

ど多数)か、 といったケースが多い。 社会教育や

ノンフォーマル教育でコミ ュニティ開発とエンパワ

ーメントが「地域づくり」と「主体形成」などの点

から紹介されることはあっても、 開発そのものが正

面から取り上げられることは少ない(鈴木1998、 佐

藤 1998など)。

16)こうした試みは開発・人権関係のNGOなどの実践

として数多く存在するが、 たとえば「参加型学習j

などの概念について手段ではない教育の体系的方法

としてとらえたていくのはこれからの課題である

(粟野1997、 森1997)。 なおこの議論にはパンフレ

ッ卜「地球市民への学びー参加型学習の経験交流と

担い手の広がりのために-J (1996 IW開発教育』地

域セミナ一報告書J) も参照。

17)開発教育概念の概要とその変遷について平田

(1996)、 金谷(1992)、 国際協力推進協会 (1997)

など参照。 なお隣接する概念としてグローパル教
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育・地球市民教育・国際理解教育などがありそれぞ

れ異同はあるが(魚住1994など)、 ここではとくに

「開発Jとの関係に重点をおいて「開発教育」という

タームを用いる。

18)前掲 Ir開発教育Jセミナ一報告書J(1996)掲載の

「参加型学習と現代の教育課題J(池住基調講演およ

びシンポジウム)の議論を参照。 また筆者自身も参

加した 1996年マニラで開催した IAPECに反対する

民衆会議」などでの議論や実践をも念頭においてい

る。

19)フリードマン前掲、 「政治的権利主張。一参画型

民主主義と適正な経済成長」から。 なお同書では意

志決定への参加を重視して参画型incIusiveと区別し

て使っているが、 ここではあえて(学習との関連上)

参加型participatOlyとは区別せずに用いる。

20)同書第二章「排除からエンパワーメントへの軌跡」

参照。

21)こうした議論については、 部落解放研究所編『こ

れからの人権教育:新時代を開くネットワークJ
(1997)の阿久湾・粟野論文と巻末座談会、 および

前掲 Ir開発教育セミナ-.1報告集J(1996)を参照。

22)引用は前掲 Ir開発教育jセミナ一報告書」掲載の

シンポでの前川実「同和教育と開発教育の出会いJ
から。 また川村 「アジアの人権と人権教育J(1997) 
参照。

23)こうした議論は個人の「自律的」経済行動・投票行

動をのみ絶対化するネオリベラリズムへの批判とと

もに、 「自明の」民族や階級に問題を解消する本質

還元主義への批判を含み、 「様々な闘争の問での等

価性の連鎖を拡張する」ようなラデイカル・デモク

ラシーへと接近するポテンシャルをもつだろう(ラ

クラウ&ムフ 1985/1992)。

24)ノンフォーマル教育センターの役割は、 指導員の

任命と宿舎の確保、 アドヴォカシーと動機付け、

地区の学校との併設・連携や物品支援などの要請、

モニタリングと評価、 プログラムのアカウンタビリ

ティ、 季刊レポートの作成など多岐にわたる。 指

導員は主にコミュニティの中から第8学年修了者や

元教員、 在家僧侶(ゴムチェン)や現役学校教員

(有給)などゾンカ語のできる有識者から選ばれ、 2 

-3週間の研修をおこなうが、 人材確保と育成・質

の維持の困難(特に山間部の小集落など)は大きな

問題である o 設備不足も深刻で、学校との黒板などの

共有・連携を進めている。

25)開発プログラムの計画や実行に住民が参加する際、

政府が介入するより NGOが主導したほうが「民主的j

であるとは必ずしもいえないし、 実情に則さず政

府・企業以上に地域破壊を進めるケースも当然あり、

むしろ中央政府は地方分権を進めた上で開発を含め

た政治的な意志決定の場とすることが参加型民主主

義を進める結果につながるといえる(フリードマン

前掲書参照)。

26)パッケ ージの内容は次の通り。 Iパッケージ。

(6ヶ月)機能的識字(手紙を書く、 記録をつける)、

ヘルスケア(リプロダクティブ・ヘルス、 避妊)、

価値教育(健康と宗教、 社会・文化的価値上 パッ

ケージ I(6ヶ月機能的識字(書類とレシート、

仕事の日々の計画、 お祈り)、 農業(肥料、 菜園)、

芸術・工芸(編物・織物、 竹・膝細工-木工)、 価

値教育(道徳的価値)、 パッケージJ(6ヶ月牧

畜(家畜飼育、 養鶏、 獣医サービス)、 テクニカ

ルコース(電気、 家庭用技術)、 機能的識字(創作、

ノート・レポート作成)、 環境(環境保護、 汚染抑

制)J。

2ηブータンでは輸出用色合め商品作物としてのきのこ

栽培が注目されており、 国立きのこセンターでの技

術・品種開発をはじめ農業指導員をつうじたコミュ

ニティでの栽培が促進され、 マツタケが日本に輸出

された例もある。

28)多くの例はあるが、 参考文献中たとえば Iアジア

の社会変動とジェンダー.1 (田村慶子・篠崎正美編

1999)は次に述べる「公正アプローチ」、 H女性と

開発教育」の手引きj(大学婦人協会編1992)は「効

率アプローチ」に近い立場から分析しているといえ

る。

29)この記述および章の行論は、 『ジェンダー・開

発・ NGO 私たち自身のエンパワーメント.1 (モー

ザ1996、 特に第四章「第三世界の『開発と女性』に

関する政策J)、 『グローパルフェミニズム:女性-

開発・持続可能な発展.1(ブライドッチ他1994、 特

に第5章「女性・開発・持続可能な発展 テーマの

登場と相異なる見解J) を参考にしている。 なおモ

ーザも指摘するようにこの「福祉アプローチJも必

ずしも過去のものではなく現在でも「近代化政策」

のために広く見られるし、 他のアプローチも時系列

的な也のではない。

30)具体的には「貧困撲滅アプローチ」ではジェンダー

の制約によって女性は過重労働と「小遣い稼ぎjに

しかならず自立にはつながらず、 「効率アプローチ」

では生産活動に加え再生産活動・コミュニティ活動

(社会サービス)面での過重労働に依存し戦略的ジェ

ンダーニーズの達成にはつながらないとされる。 エ

ンパワーメント・アプローチにもっとも近い「公正

アプローチ」も参加(ボトムアップ)より法律・制

度によるトップダウン方式に依拠するものであった

ため、 「西洋フェミニズム」として各国政府などに

受け入れられず貧困撲滅・効率アプローチに吸収さ

れていった、 という反省に立っている。

31)後藤浩子 (1999)の指摘するように、 モーザは女

性の生殖能力コントロールに関する記述で「西洋的

核家族の普遍化とそれに伴う西洋的ジェンダー・バ

イアスJをしながら「従来の開発計画の失敗の要因」

とするにとどまっている o このバイアスによる「イ

デオロギー的構築作用」の支配とそれによる搾取の

軽視とともに、 (生物学的)セックス(および婚

姻・育児などに関わるセクシュアリティ)と(社会

的)ジェンダーを裁断し、 前者を「自然jに割り振

るという限界(と くに再生産をめぐって)は念頭に

置くべきだろ う。
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32)DAWNグループとの主張とその後の活動をはじめと

したオルタナティブな開発のプロジェクトについて

は、 ブライドッチ他前掲書第6章「オルターナティ

ヴな開発Jに詳しい。 またこうした観点が 1995年
北京世界女性会議の行動綱領作成でどう議論された

かについては野々村・中藤編著(1997)r女たちのエ

ンパワーメント』も参照。

33)ブライドッチらが指摘する通り、 rr開発における

女性』と同様に 『ジェンダーと開発Jにおいても 、

元来のブェミニス守ム的主張は弱められ、 一つの手段

とされているム つまり支配的開発モデルや性別役

割分業への批判といった主張が「無毒化jされ女性

の問題を一部分として「付け加えるjにすぎない

「行政手続き」に媛小化される可能性は常にある。

あくまで国際機関や各国政府の開発プロジェクトの

内部では「ジェンダーと開発Jのテーマも「開発に

おける女性jと同様、 「効果は限定されたもの」で

ある。

34) rジェンダ一計画トレーニングJについては、 同

書と共にミース前掲書第8章「ジェンダ一計画のた

めのトレーニングjおよび付録「ジェンダ一計画ト

レーニングJを参照。 ここではNGOや政府機関な

ど開発関係者だけでなく、 「ジェンダ一分析トレー

ニングjなど住民参加も含めたより広い意味で「ジ

ェンダー・トレーニングjのタームを使用している。

35)生産とくにサフシステンス経済の領域についての議

論はM.2ースと C フォン・ヴェールホフの 『世界

システムと女性.! (1983) とv.シヴァの所論および

足立・伊海谷-古田の対談[グローパリゼーション

とジェンダーJ(1999)の議論とブライドッチ他前掲

書の「エコブェミJ批判、 再生産についでの領域に

ついてはミース 『国際分業と女性一進行する主婦化』

(1986) と後藤前掲論文などを参照。

36)こうした参加型学習を取り入れたジェンダートレー

ニングを積極的に取り入れてきたフィリピンの

NGO・住民組織(とくにガブリエラ)の取り組みに

ついては、 モーザ前掲書の久保田・久保田による

「ジェンダートレーニングとエンパワーメント ・日本

との接点ー訳者あとがきにかえてj、 川村 (1996)

「アジアの人権と人権教育」などを参照(私自身こう

した取り組みへの参加を通じてその重要性を認識し

鼓舞されてきたものである)。

37)実際私たちが訪問しインタビューしたモティタンの

ユースセンターのノンフォーマルクラス(基礎リテ

ラシーコース)でも参加者はすべて女性であり、 正
規のカリキュラムのほかの訓話・お祈りなど色女性

の生活規律に関するものであった。

38)ブータンの農村社会において女性が収入をうるため

の仕事は(手工芸品などは材料や出荷先に限りがあ

るため)農閑期の編物が主要なものだが、 政府はこ

れを奨励し女性の経済的自立のために役立てようと

L 、うプロジェクトや、 手工芸品や手漉き紙の生産な

どの部門でも女性の雇用を促進する動きもある

(氾larat1999など)。
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